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⇒　裏面に続きます。

日本小型船舶検査機構  松山支部

〒791-8062　愛媛県松山市住吉２丁目１２－９

TEL: 089-952-3463／FAX:089-952-3412

MAIL:matsuyama@jci.go.jp

＊電話の際は、船舶検査済票の番号（例：２８１-○○○○○）等をお知らせ下さい。

＊お問い合わせは、“船舶検査済票の番号”をご確認の上、下記にご連絡下さい。

３.業務受付時間のお知らせ

　働き方改革の一環として昼休み（12時～13時）における受付業務を休止しておりますので、ご理解、ご協力を
お願いいたします。

業務受付時間及び電話、窓口でのご相談につきましては、下記の業務時間となります。

【業務受付】　09：00～12：00　　13：00～17：00

【休憩時間】　12：00～13：00

出張検査の予定について

・ゴールデンウィーク、お盆、年末年始およびこれらの前後となる期間については、出張検査を中止させてい
ただきます。

１．出張検査

検査申請書の提出について

持込み検査を　ご希望の方は、前日までに電話して下さい。

検査に合格した場合は、当日検査証書等が交付されます。

　申請書には“手数料払込証明書”（検査機構提出用）、船の係留場所等の略図、その他必要書類を添付し
原則として検査希望日の1週間前までに提出（郵送又は持参）して下さい。

　月曜から金曜（土日、祝祭日、年末年始を除く）の午前9時から11時30分、午後1時から4時の間にお願い致し
ます。

２．持込み検査（予約制）

出張検査の打合せについて

　検査日の検査時刻は当方で決定し、前日(土・日･祝日を除く)に電話連絡致しますので、必ず昼間の連絡先
(携帯電話等)を申請書の備考欄に記入して下さい。

＊検査日の１週間前を過ぎて提出された場合、日程等の変更をお願いする事がありますのでご了承下さい。

松山支部からのお知らせ

・天候不良、災害等で予定されていた曜日にお伺いできない場合は、当方よりご連絡致します。

＊申請受付状況は当機構のホームページで確認できます＊
（https://www.jci.go.jp/state/index.html）
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松山市（中島、興居島を除く）
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今治市（島嶼部を除く）

西条市（旧東予市、小松町に限る）
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＊　原則、個人宅への出張検査は行っておりませんので、当支部検査場への持込み検査又は当支部が指定する場所での検査をお願いします。

＊　島嶼部及び内陸部（ダム等）にて、船舶検査を受ける場合は、事前に当支部との打合わせをお願いします。
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2021年1月～2021年12月　出張検査予定表（松山支部）

新居浜市、西条市（旧東予市、小松町を除く）

◆水曜日◆
（注）閑散期（９月～２月）は隔週水曜日

2020.11

検査地区 6月 12月

＊　上記、番号⑪及び⑫の地区は、2泊3日の検査を予定している週があります。検査隻数によっては曜日が前後する場合もありますのでご了承下さい。

＊　2020年7月より、検査曜日等が一部変更となっている地区がありますので、ご確認お願いいたします。
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